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本研究は相談支援専門員による精神障害のある親と同居する子どもに対する多機関との連携支援，連携
支援の促進要因，ならびに阻害要因を明らかにすることを目的とした．2022 年 3 月に郵送による自己記入
式質問紙を用いた調査を実施し質的記述的に分析を行った．

調査の結果，多機関との連携支援は【情報共有による支援方法の検討】【親子の生活支援】【子どもの保育，
登校支援】【子どもの健やかな心と身体の発達支援】【親の精神的安定に向けた支援】の 5 カテゴリが形成
された．連携支援の促進要因は【課題の共有と役割の明確化】【日頃からの関係作り】【親子との信頼関係
作り】，阻害要因は【親子との信頼関係が築けない】【関係機関の役割の不明確さや認識のズレ】【多重課題
や制度の壁の存在】であった．

結果から相談支援専門員は，情報発信や情報共有を通して多機関との連携支援や地域資源の活用を行っ
ていた．就学期にある子どもへの支援は学校との連携が重要であるが，連携する上での課題もあり，日頃
から管理者や養護教諭も含めて学校との連携体制を構築する必要がある．また多機関との連携支援には親
子との信頼関係の構築と背景を考慮した支援が重要と考えられた．
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Ⅰ . 緒言

現在日本において精神疾患により医療機関を
受診する人は増加している．また精神障害をも
つ人の地域生活支援が進められる中，精神障害
をもつ親と同居する子どもも増えると予想され
る．

精神障害のある親をもつ子どもの困難として，
我慢だけ強いられ周囲からも支援を受けられな
い苦しさ , 親の言動に振り回される精神的不安定
さが報告されている 1）．また精神障害のある母
親と同居する子どもの健やかな成長に対する訪
問看護師の気がかりとして，子どもの健康や心
身の発達の阻害への懸念，子どもが安心できる
生活の阻害への懸念 2）が報告されており，親子
に対する多機関での連携支援が必要と考えられ
る．

多機関での連携支援として , 現在精神障害をも
つ当事者の在住する自治体を基盤とした，地域
包括ケアシステムの構築 3）がすすめられている．
その中で，当事者を中心とした包括的支援に向
けた，医療サービス，行政サービス，障害福祉サー
ビスの顔の見える連携が促進され，地域全体の
支援力が向上することが期待されている．障害
福祉サービスでは，障害者総合支援法で提供さ
れるサービスの利用にあたり，市町村より委託
された指定相談支援事業所の相談支援専門員が
当事者の相談に応じサービス等利用計画を作成
し，他サービス事業者との連携を図りながら当
事者のニーズに沿った支援を行っている．相談
支援専門員は家庭の状況を把握した上でサービ
スの調整を図ることとなっており，利用者の生
活上の課題に直面していると考えられる．相談
支援事業所における多機関との連携支援につい
ては，学校との連携についての実態調査 4）がみ
られたが，精神障害をもつ親と同居する子ども
に対する多機関との連携支援については明確に
されているとは言い難い．

そこで本研究は，相談支援事業所相談支援専
門員による精神障害のある親と同居する子ども
に対する多機関との連携支援，連携支援の促進
要因，ならびに阻害要因を明らかにすることを
目的とする．本研究の成果により，精神障害の
ある親と同居する子どもに対する支援の質の向
上に寄与できると考える．なお本研究において
多機関との連携支援とは，子どもの養育に関し

て，相談支援専門員が関わりをもった機関やそ
の職員と互いに連絡をとり，協力して支援する
こととする．また多機関との連携支援の促進要
因とは，子どもの養育に関する多機関との連携
支援が円滑にすすむように工夫したことや後押
しする力となったこととし，阻害要因は子ども
の養育に関する多機関との連携支援が妨げられ
ることや連携支援をする上で課題となることと
する．

Ⅱ . 研究方法

1. 研究デザイン
自己記入式質問紙を用いた質的記述的研究デ

ザインとした．

2. 対象者
A 県の指定相談支援事業所に所属する相談支

援専門員で，精神障害のある親と同居する 18 歳
未満の子どもに対する多機関との連携支援経験
者とした．

対象者の選定は，A 県のホームページ上に
2022 年 1 月 1 日現在で指定相談支援事業所とし
て掲載されていた 154 か所の管理者宛に郵送に
て調査の趣旨説明を行い，対象者となる相談支
援専門員への質問紙の配布を依頼した．

3. 調査方法
2022 年 3 月に郵送による自己記入式質問紙に

よりデータを収集した．3 週間後を目途に返信を
依頼した．質問紙の内容は，相談支援専門員の
属性，精神障害のある親と子どもの属性，精神
障害のある親と同居する子どもの養育に関する，
多機関との連携支援内容，連携を促進するため
に行ったこと，連携する上で課題となったこと，
連携支援の結果，親子の状況の変化について自
由回答式質問で回答を求めた．

4. 分析方法
対象者と相談支援利用者の属性は記述統計値

の算出を行った．自由回答式質問で得られたデー
タから，連携支援内容，連携支援の促進要因と
阻害要因を抽出した．連携支援内容はその支援
の目的の視点から，意味を損ねないようにコー
ドとしコードの類似性と相違性を継続して比較
しサブカテゴリ，カテゴリを形成した．連携支
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援の促進要因と阻害要因は抽出したデータから
意味を損ねないようにコードとしコードの類似
性と相違性を継続して比較しサブカテゴリ，カ
テゴリを形成した．分析の過程では各カテゴリ
が内容を的確に示すようデータを確認し行った．
連携支援の結果，親子の状況の変化は，記述さ
れている意味内容から「改善」，「改善した面も
あるが課題山積」，「変化なく課題に対しその都
度対応している」，「状況悪化」，「改善なく支援
が途切れた」に分類した．なお「改善」は親子
の状況が好ましい状況に変化していること，「状
況悪化」は親子の状況が悪い状況に変化してい
ることとした．

5. 倫理的配慮
長崎県立大学の一般研究倫理委員会の承認を

得て実施した（承認番号 497）．研究対象となる
施設の管理者，相談支援専門員に対して，研究
協力依頼書を用いて研究目的，方法，内容，プ
ライバシーの保護，結果は全体の結果としてま
とめ，個人が特定されることはないこと，自由
意思による研究への参加，断っても不利益を被
ることはないこと，研究目的以外にデータを使
用しないこと，ならびに研究結果を関連する学
会で報告することを文書により説明した．質問
紙調査に対する同意が得られた場合，管理者に

対して同意書の返送を依頼した．また質問紙の
投函により対象者の同意を得たこととした．さ
らに，対象者に対して，相談支援利用者の個人
が特定されることがないよう匿名化した表現と
記号化した記録を依頼した．

Ⅲ . 結果

154 か所のうち宛先不在 5 件，支援該当者なし
の返信は 4 件であり，管理者による同意書への
返信は 22 件（15％）であった．質問紙への回答
は 41 件であり，そのうち支援内容を具体的に読
み取ることができた 24 件を対象とした．

1. 対象者と支援対象者の属性
1）対象者の属性

対象者の年代は，30 歳代 4 名（17％），40 歳
代 8 名（33％），50 歳代 8 名（33％），60 歳代 4
名（17％）であった，性別は男性 6 名（25％），
女性 18 名（75％）であった．相談支援専門員と
しての経験年数は 5 年未満 9 名（38％），5 年以
上 10 年未満 11 名（46％），10 年以上 3 名（12％），
不明 1 名（4％）であった．職種は複数回答によ
り回答を求め，全員相談支援専門員であり，介
護福祉士 10 名（42％），ケアマネージャー 9 名

（38％），社会福祉士 7 名（29％），精神保健福祉

表1　相談支援専門員による精神障害のある親と同居する子どもに対する多機関との連携支援
カテゴリ

情報を共有し支援方法を検討する
情報を提供し連携する機関が支援をしやすくする
親子の生活環境を整える
子どもの生活習慣を整える
子どもの生活支援
子どもの登園，登校支援
親と保育園の仲介
子どもの進学に向けた金銭面の支援
虐待予防への支援
育児支援
言語能力向上に向けた支援
医療継続に向けた支援
親の負担軽減を図る
親の思いを代弁する
親の金銭面の不安の軽減

サブカテゴリ

親の精神的
安定に向けた支援

情報共有による支援方法の検討

親子の生活支援

子どもの保育，登校支援

子どもの健やかな心と
身体の発達支援
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士 5 名（21％），社会福祉主事 4 名（17％），看
護師とヘルパーは各 2 名（8％），保健師と保育
士は各 1 名（4％），その他児童発達管理責任者、
心理・キャリアカウンセラー各１名（4％）であっ
た．
2）支援対象者の属性

精神障害のある親の属性について，年代は，
20 歳 代 1 名（4 ％），30 歳 代 10 名（42 ％），40
歳代 7 名（29％），50 歳代 5 名（21％），60 歳代
1 名（4％），性別は男性 1 名（4％），女性 23 名

（96％）であった．精神疾患は統合失調症関連 6
名（25％），抑うつ障害関連 6 名（25％），双極
性障害関連 5 名（21％），不安障害 3 名（13％），
知的障害 1 名（4％），ストレス関連性障害 1 名

（4％），受診しているが不明は 2 名（8％）であっ
た．配偶者有 8 名（33％），インフォーマルなサ
ポート有 12 名（50％）であった．子どもの人数
は 1 人 12 名（50％），2 人 7 名（29％），3 人以
上 5 名（21％），そのうち子どもに障害が有 11
名（46％）であった．

2. 相 談 支 援専門員による精 神 障 害のある親と　　
同居する子どもに対する多機関との連携支援（表 1）

分析の結果，相談支援専門員による精神障害
のある親と同居する子どもに対する多機関との
連携支援は，【情報共有による支援方法の検討】

【親子の生活支援】【子どもの保育，登校支援】【子
どもの健やかな心と身体の発達支援】【親の精神
的安定に向けた支援】の 5 カテゴリ，15 サブカ
テゴリが形成された．以下カテゴリを【　】，サ
ブカテゴリを〈　〉，対象者の記述内容を「　」
で記載する．記述内容は個人が特定されないよ
う，意味を損ねない程度に要約した．

1） 【情報共有による支援方法の検討】
【情報共有による支援方法の検討】は〈情報を

共有し支援方法を検討する〉〈情報を提供し連
携する機関が支援をしやすくする〉の 2 サブカ
テゴリから形成された．すなわち相談支援専門
員は，他機関とケア会議等で情報を共有し支援
を検討することや，情報を提供し連携する機関
が子どもの支援をしやすくしていることを示す．
会議等は相談支援専門員から発信し調整を図る
場合と，他機関からの発信により会議に参加し
ている場合があった．

〈情報を共有し支援方法を検討する〉
「子どもは学校に行けておらず，保護者の協力が
得られない状況であったが，保護者は子ども達
からの言い分のみ信じてクレームが増加してい
たため，関係機関との情報共有，支援方法検討
のため，ケア会議開催の調整を図った．」「行政
に対し，要保護児童対策地域協議会の可能性と
して随時現状の情報提供，情報共有を行った．」

〈情報を提供し連携する機関が支援をしやすくす
る〉

「子どもの学校の先生が，引きこもりとなってい
る子どもへの支援を行いやすいように，親の障
害状況や福祉サービス利用状況を伝え，先生が
子どもと面談できるよう働きかけた．」「親と子
どもの生活状況，困っていることを細やかに情
報提供し，他機関が支援しやすいようにした．」

2） 【親子の生活支援】
【親子の生活支援】は〈親子の生活環境を整え

る〉〈子どもの生活習慣を整える〉〈子どもの生
活支援〉の 3 サブカテゴリから形成された．す
なわち相談支援専門員は，親の精神状態により
生活環境が悪いことや子どもの生活習慣が整っ
ていないことに対し直接支援をすることやサー
ビスの導入を行っていることを示す．

〈親子の生活環境を整える〉
「最初の訪問時に家族の仕事関係の危険物，不要
となった物や子どものおもちゃで足の踏み場が
ない状態，台所の流しには不衛生な皿や鍋，フ
ライパンが山のようになり害虫も多い状況で未
就学児が安心して過ごせる環境では無かった．

（中略）安心した生活を送ることを目標に粗大ご
みや危険物の片付け，換気，掃除等を実施し，
大掃除としての活動が少なくなったところで居
宅介護を導入した．」

〈子どもの生活習慣を整える〉
「夜中にゲームする子どもに親が言っても言うこ
とをきかないため，日中眠っている子どもへ親
の代弁者となるよう，ヘルパーや訪問看護に依
頼した．」

〈子どもの生活支援〉
「親が入院となると子どものみになるため，その
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間どのような支援が必要なのか連携を行った．」

3） 【子どもの保育，登校支援】
【子どもの保育，登校支援】は〈子どもの登園，

登校支援〉〈親と保育園の仲介〉〈子どもの進学
に向けた金銭面の支援〉の 3 カテゴリから形成
された．すなわち相談支援専門員は，子どもが
保育園や学校に行くことができるように親の気
持ちに配慮することや他機関に働きかけること，
その仲介を行っていることを示す．

〈子どもの登園，登校支援〉
「民生委員へ，さりげなく自宅に同年代の児童と
一緒に迎えにきてもらうよう依頼した．」「訪問
看護師へ，子どもと一緒に宿題を行い学校に行
きやすい環境を作れるように依頼した．」

〈親と保育園の仲介〉
「ご本人（親）が安心して子どもを入園させ，通
園が継続できるよう，ご本人の対応にあたり配
慮が必要なことなどを保育園にお伝えし，サポー
トをお願いした．入園前には必要な書類等の確
認，入園前の面談に同行した．」

〈子どもの進学に向けた金銭面の支援〉
「子どもの希望する進学に向けて，経済的な余裕
がないことから奨学金制度や社会福祉協議会の
支援について説明し，協力しながら申請に至っ
た．」

4） 【子どもの健やかな心と身体の発達支援】
【子どもの健やかな心と身体の発達支援】は〈虐

待予防への支援〉〈育児支援〉〈言語能力向上に
向けた支援〉の 3 サブカテゴリから形成された．
すなわち相談支援専門員は，子どもが心身とも
に健やかに発達できるよう虐待予防や育児支援
を行っていることを示す．

〈虐待予防への支援〉
「親が発達障害のある子どもの癇癪の影響をう
け，倒れたことをきっかけとし，虐待ケースに
つながらないように連絡を取り合った．本人も
相談支援専門員に相談しながら，自分がしてい
る事は虐待ですよねという発言もある．本人の
気持ちを受け止めつつ，関係機関と連携し孤独
感を払拭するように連絡をこまめに取るように
支援している．」

〈育児支援〉
「産前産後の育児支援や乳幼児健診の同行を行っ
た．」「保育園が決まるまでや保育園が休みの日
に親の希望を確認し子どもの保育を有償ボラン
ティアに依頼した．」

〈言語能力向上に向けた支援〉
「医療機関より子どもの言語訓練の必要性の連絡
があり言語訓練につなげた．」

5） 【親の精神的安定に向けた支援】
【親の精神的安定に向けた支援】は〈医療継続

に向けた支援〉〈親の負担軽減を図る〉〈親の思
いを代弁する〉〈親の金銭面の不安の軽減〉の 4
サブカテゴリから形成された．すなわち相談支
援専門員は，子どもの生活に大きな影響がある
親の精神的安定を図るために支援していること
を示す．

〈医療継続に向けた支援〉
「訪問看護に退院後の親の服薬管理など，ヘル
パーに通院支援を依頼した．」

〈親の負担軽減を図る〉
「親は子どもの障害に伴う将来の心配を抱えてお
り，親の負担軽減のため子どもの支援の充実を
図るよう調整を行った．しかし親が子どもの通
所先について不安が増大するため，利用してい
ないサービスも多い．」

〈親の思いを代弁する〉
「子どもが通学する学校による親も含めた会議
で，親を責めるような発言が続くことと，学校
関係者の子どもの思いに反した発言があり，会
議開催の意図を確認し親の思いを支えるように
働きかけた．」

〈親の金銭面の不安の軽減〉
「支払い部分で親の不安があったため，金銭サ
ポートの紹介を行い，子どもにかかった費用の
支払いの調整を行った．」

3. 相談支援専門員による精神障害のある親と同居
する子どもに対する多機関との連携支援の促進要
因と阻害要因
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分析の結果，相談支援専門員による精神障害
のある親と同居する子どもに対する多機関との
連携支援の促進要因は，【課題の共有と役割の明
確化】【日頃からの関係作り】【親子との信頼関
係作り】の 3 カテゴリと 14 サブカテゴリから形
成された．また連携支援の阻害要因は，【親子と
の信頼関係が築けない】【関係機関の役割の不明
確さや認識のズレ】【多重課題や制度の壁の存在】
の 3 カテゴリと 12 サブカテゴリから形成された．
1）　多機関との連携支援の促進要因（表 2）

（1）【課題の共有と役割の明確化】
【課題の共有と役割の明確化】は〈課題を共有

する〉〈つなぐ役割を意識する〉〈先方の専門性
や立場を理解する〉〈専門家の助言を受ける〉〈情
報をすり合わせる〉〈親の障害特性を理解しても
らう〉〈事業所としてできることとできないこと
の整理をする〉〈事業所としてできる限りのこと
を行う〉〈キーパーソンに着目する〉の 9 サブカ
テゴリから形成された．すなわち相談支援専門
員は，多機関と課題を共有し役割に応じた支援
を行うことが連携支援を促進したと捉えていた
ことを示す．

〈課題を共有する〉
「子どもの今後の自立に向けて課題解決を行い，
子どもに関わる機関との連携を図ることができ
た．」

〈つなぐ役割を意識する〉
「必要に応じてつなぐ役割や会議の設定を行っ
た．」

〈先方の専門性や立場を理解する〉
「先方が必要とする情報や専門とする分野の理解
につとめ，先方の都合のよい時間帯や相談しや
すい場を考慮した．」

〈専門家の助言を受ける〉
「専門家の助言を受けた．」

〈情報をすり合わせる〉
「正しい情報を共有するため，親の発言，行動に
対する情報の確認を行った．また必要に応じて
子どもにも親の状態について確認を行った．」

〈親の障害特性を理解してもらう〉
「親の障害特性を説明し，怠けているだけではな
いことを説明した．保育園側からは，親に対応
して欲しいと要望があり，親の体調の説明と他
の選択肢を説明した．」

〈事業所としてできることとできないことの整理
をする〉

「親のニーズの中で相談支援事業所として対応で

表2　多機関との連携支援の促進要因
カテゴリ サブカテゴリ

課題を共有する
つなぐ役割を意識する
先方の専門性や立場を理解する
専門家の助言を受ける
情報をすり合わせる
親の障害特性を意識してもらう
事業所としてできることとできないことの整理をする
事業所としてできる限りのことを行う
キーパーソンに着目する
普段から顔の見える関係を作る
小さなことでも連絡を取り合う
親との信頼関係を築き親が親役割をとれるようにする
困り感に着目した支援を行う
子どもとの信頼関係づくり

課題の共有と役割の明確化

日頃からの関係作り

親子との信頼関係作り
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きる部分とできない部分の整理を行った．」

〈事業所としてできる限りのことを行う〉
「先方に依頼するだけでなく，本人（親）ができ
ないことでこちらもできる限りの対応をするよ
うにした．」

〈キーパーソンに着目する〉
「親の状態が悪い時は保護者として機能していな
いため，キーパーソンとの情報共有が重要で，
キーパーソンと連携した．」

（2） 【日頃からの関係作り】
【日頃からの関係作り】は〈普段から顔の見え

る関係を作る〉〈小さなことでも連絡を取り合う〉
の 2 サブカテゴリから形成された．すなわち相
談支援専門員は，日頃から顔の見える関係作り
をし，支援にあたっては小さなことでも連絡を
取り合うことが連携支援を促進したと捉えてい
たことを示す．

〈普段から顔の見える関係を作る〉
「子どもの成長と親子の将来を考えて，親子で相
談できる窓口をどのように広げていけるか顔の
見える関係を作っていった．」

〈小さなことでも連絡を取り合う〉
「小さなことでも報告し，一緒にサポートしてい
ただけるように働きかけた．」

（3） 【親子との信頼関係作り】
【親子との信頼関係作り】は〈親との信頼関係

を築き親が親役割をとれるようにする〉〈困り感
に着目した支援を行う〉〈子どもとの信頼関係作
り〉の 3 サブカテゴリから形成された．すなわ
ち相談支援専門員は，親の困り感に着目した支
援を行い，親との信頼関係を築くことで相談支
援専門員の助言で親自身が他機関への相談行動
ができるよう働きかけることが連携支援を促進
したと捉えていたことを示す．また相談支援専
門員は，遊びを通して子どもを支援することで，
子どもが支援員に対して自然にふるまえるよう
になり，そのことで親が支援者に対する信頼感
をもつため，子どもとの信頼関係作りは連携支
援を促進したと捉えていたことを示す．

〈親との信頼関係を築き親が親役割をとれるよう
にする〉

「親と相談支援専門員との信頼関係があり，専門
員からの助言で親自身が必要な支援先に連絡を
とれた．」

〈困り感に着目した支援を行う〉
「親が苦手なことや困難なところがあることを理
解しながら家族全体の支援として関わる．」

〈子どもとの信頼関係作り〉
「子どもさんも相談支援専門員に緊張が強いた
め，訪問を繰り返し親と一緒に工作や遊びをし
ながら関係作りを強化していった．その結果，
子どもは外遊びの時にこちらにぶつかってきた
り，手を握ったり，笑う等みられるようになり，
その様子に親が安心していた．」

2） 多機関との連携支援の阻害要因（表 3）
（1） 【親子との信頼関係が築けない】

【親子との信頼関係が築けない】は〈親の理解・
協力が得られない〉〈親の言動に一貫性がない〉

〈親との信頼関係が築けない〉〈子どもからの拒
否〉〈キーパーソン不在〉の 5 サブカテゴリから
形成された．すなわち相談支援専門員は，子ど
もの健やかな成長に向けて支援の必要性を感じ
ても親や子どもから拒否されたら支援ができな
いこと，親を理解し信頼関係を構築することの
困難さは連携支援を阻害したと捉えていたこと
を示す．

〈親の理解・協力が得られない〉
「子どもの支援には保護者の理解・協力が必要と
思います．保護者が何らかの障害があった場合
でも，子どもへの虐待とされることがなければ
介入が難しい．保護者に関わる関係機関との連
携が図れなかった．」

〈親の言動に一貫性がない〉
「親は話す相手によって内容にバラつきがある．
現在の子どもの様子を聞きたいときも，話がそ
れてしまうことも多い．子育てや金銭管理につ
いては，介入されたくないと思っている．」

〈親との信頼関係が築けない〉
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「（障害のある子どもが通所する施設の）支援者
と（うつ病のある）親との意思疎通にズレがあり，
親は障害のある子どもを抱え支援者から責めら
れているように受け取るという被害的なことが
あった．」

〈子どもからの拒否〉
「ネグレクトがあり親と離れて暮らすことができ
ないか検討したが，子どもが拒否をすれば難し
いという現実をつきつけられた．」

〈キーパーソン不在〉
「保護者の親も精神障害があり，他の家族関係も
悪い状況で，家族からの支援を受けることが難
しい状況．」

（2）  【関係機関の役割の不明確さや認識のズレ】
【関係機関の役割の不明確さや認識のズレ】は

〈関係機関の役割が不明確〉〈情報共有できる機
会が限られる〉〈関係機関での認識のズレ〉〈情
報共有の判断の難しさ〉〈連携する窓口が定まっ
ていないこと〉の 5 サブカテゴリから形成され
た．すなわち相談支援専門員は，それぞれの機
関の役割や窓口が定まっておらず，考え方の相
違や情報共有できる機会も限られていることが
連携支援を阻害したと捉えていたことを示す．

〈関係機関の役割が不明確〉
「（ケア会議の場で）どこの機関も『自分のとこ
ろは支援を離れている』『何か起こらないと』『本
人たちから何か訴えがあれば』という感じであっ
た．話し合いについても本人達には言えないと
いうことで連携が難しかった．本人達にそれぞ
れの機関がどうかかわるか役割をはっきりさせ
連携するかが課題．」

〈情報共有できる機会が限られる〉
「支援する関係機関が多いため，一同に会しての
会議は年 1 回程度だった．現在のようにリモー
ト会議ができればもっと支援しやすかっただろ
うと思う．」

〈関係機関での認識のズレ〉
「未就学児のいる子どもの生活環境として不衛生
で危険であることを行政に報告したが，『命の危
険性がない』ということでケースの認識にズレ
を感じた．その後も相談支援事業所にお任せ状
態であり，こちらから状況の報告をしているが，
そのことで行政から何かしらの対応が行われた
といった報告はない．親は子どもを思う気持ち
をもっていることは伝わるが，寝込んでいるこ
とも多く子どもは菓子パンを食べ，1 人でテレビ
をみていることも多い状況である．」「それぞれ
の立場での考え方の違い．子どもの支援者は子

表3　多機関との連携支援の阻害要因
カテゴリ サブカテゴリ

親の理解・協力が得られない
親の言動に一貫性がない
親との信頼関係が築けない
子どもからの拒否
キーパーソン不在
関係機関の役割が不明確
情報共有できる機会が限られる
関係機関での認識のズレ
情報共有の判断の困難さ
連携する窓口が定まっていないこと
社会資源の不足、制度の壁
多重課題があり支援自体困難であること

親子との信頼関係が
築けない

関係機関の役割の
不明確さや認識のズレ

多重課題や制度の壁の存在
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どもを中心に支援を行っているが，その他の機
関は親の支援も行っていく必要がある．親のニー
ズの中で対応できる部分とできない部分の整理
が必要．」

〈情報共有の判断の難しさ〉
「細やかな連絡が必要であるが，どこまで伝える
か判断が難しい．」

〈連携する窓口が定まっていないこと〉
「学校との連携は個人情報の保護，毎年担任が変
わることもあり難しいと思った．」

（3） 【多重課題や制度の壁の存在】
【多重課題や制度の壁の存在】は〈社会資源の

不足，制度の壁〉〈多重課題があり支援自体困難
であること〉の 2 サブカテゴリから形成された．
すなわち相談支援専門員は，多重課題のある対
象者を支援する中で必要な社会資源が不足し制
度の壁もあることや，支援自体困難であること
が連携支援を阻害したと捉えていたことを示す．

〈社会資源の不足，制度の壁〉
「制度等の壁により必要としている支援が受けら
れない．」「福祉サービスを含む社会資源が当地
域には少ない．」

〈多重課題があり支援自体困難であること〉
「表面化している事象は氷山の一角に過ぎず，根
が深く，様々な要素が複雑に交わる中での支援
は非常に困難．」

4. 多機関との連携支援の結果，親子の状況の変
化

多機関との連携支援の結果，親子の状況の変
化は，「改善」13 件（54％），「改善した面もあ
るが課題山積」1 件（4％），「変化なく課題に対
しその都度対応している」6 件（25％），「状況悪化」
2 件（8％），「改善なく支援が途切れた」2 件（8％）
であった．
1）　 改善：「情報共有を行い，同じ方向性で子ど

もの支援を行うことを確認できたことを親
に伝えると，安心感を得ることができたよ
うだった．親の気持ちに余裕ができたこと
で子どもに対しての接し方も変わり子ども
も落ち着くことができた．」

2）　 改善した面もあるが課題山積：「居宅介護の
導入により親の負担が減ったようで安心さ
れたような表情がみられた．しかし親が寝
ていることも多く，未就学児の置かれた状
況として課題が多い．」

3）　 変化なく課題に対しその都度対応している：
「子どもは不登校の状況に大きく変わらず，
親もその状況に慣れて生活リズムが家族丸
ごと崩れている状況．親は何かあればすぐ
に相談支援専門員に連絡をされる状況で、
大きな変化はなかった．」

4）　 状況悪化：「困難を生じていて子どもは学校
に行けない日が多くなっている．子どもは
コンビニで買い物をし，その場に座り食べ
物を食べている様子がある．」

5）　 改善なく支援が途切れた：「何度かケア会議
をしたが，親の協力をいただけず子どもも
学校に行かず，放デイもいくつも変更した
後やめてしまった．」

Ⅳ . 考察

1. 相談支援専門員による精神障害のある親と同居
する子どもに対する多機関との連携支援の特徴

本研究結果から，相談支援専門員は家庭を訪
問し相談を受けることや親子の状況を把握する
ことで，子どもが健やかに成長することを阻害
する不適切な親の関わりや環境に直面していた．
そして〈親子の生活環境を整える〉ために直接
支援を行うことや，〈情報を提供し連携する機関
が支援をしやすくする〉といった情報発信や，〈情
報を共有し支援方法を検討する〉ことで，多機
関との連携支援を行っていた．子どもへの支援
は，子どもの発達段階によって支援の中心とな
る機関が変化する．相談支援専門員は家庭の状
況を把握した上でサービスの調整を図っている
ため，子どもの発達段階により支援の中心とな
る機関が変化した場合にも，支援が継続される
よう情報を発信していた．武田 5）は親に精神疾
患があることにより学校の教師の 90％，ソーシャ
ルワーカーの 82％が対応に苦慮していると報告
しており，その内容として子どもや親と会えな
いといった接触に関する問題をあげている．本
調査において相談支援専門員は子どもの学校の
教師が引きこもりとなっている子どもへの支援
を行いやすいよう働きかけを行っており，就学

− 59 −



長崎県立大学　看護栄養学部紀要　第22巻　（2024）

している児童生徒への支援では相談支援専門員
と学校との連携は重要と考えられた．一方で連
携支援の阻害要因に〈連携する窓口が定まって
いないこと〉があった．個人情報の保護や毎年
担任の教師が変わることで連携支援が阻害され
ており，学校との連携を図るためには担任教師
だけではなく管理者や養護教諭なども含めた学
校と支援体制の構築が必要と考えられた．小方 4）

による相談支援専門員を対象とした学校と相談
支援事業所との情報共有の現状調査の結果，学
校との情報共有として何か問題が起こった後に
急に相談支援に連絡するのではなく，困る前に
連携体制を築いてほしいという意見があり，学
校と相談支援事業所との日頃からの支援体制の
構築を図る必要がある．

また相談支援専門員は〈子どもの登園，登校
支援〉のために「民生委員へ，さりげなく自宅
に同年代の児童と一緒に迎えにきてもらうよう
依頼した．」，〈育児支援〉のために「子どもの保
育を有償ボランティアに依頼した」といった地
域にあるサポートも活用できるよう働きかけて
いた．これは日本相談支援専門員協会による行
動指針 6）にある多様な地域資源の活用を図って
いたと考えられた．

さらに相談支援専門員は，〈虐待予防への支援〉
として親子の状況から今後虐待につながらない
よう関係機関と連携し，親の孤独感を払拭する
ことや親の気持ちを受け止めるよう努めていた．
これは佐藤ら 7）が熟練保健師の児童虐待予防へ
の支援として明らかにした生きづらさに寄り添
う支援や母子を支えるつながりを広げる支援と
類似しており，相談支援専門員は親への直接支
援と関係機関との連携支援を行っていた． 

2. 多機関との連携支援の促進と今後の課題
本研究で明らかとなった多機関との連携支援

の促進要因に【親子との信頼関係作り】がある
一方で，阻害要因として，【親子との信頼関係が
築けない】があり，親子との信頼関係の構築は
多機関との連携支援を行う上で重要であった．
根本 8）による障害者相談支援従事者が認識する
専門職間連携の促進要因に利用者との信頼関係
の構築、阻害要因に利用者の拒否や利用者が問
題と思っていないといった認識の不一致があり
本研究結果と類似していた．精神障害をもつ人
は疾患による症状だけでなく，精神障害に至っ

た生活背景や経済的背景など多重課題により対
人関係を構築し維持することに困難を抱えてい
る場合がある．そのため精神障害をもつ親と同
居する子どもへの支援では疾患の特性や背景を
考慮し親子との関係性を構築し維持していくこ
とが，多機関との連携支援には必要である．

また，【課題の共有と役割の明確化】が多機関
との連携支援の促進要因であるが，【関係機関の
役割の不明確さや認識のズレ】が阻害要因となっ
ていた．東 9）は精神障害のある親とその子ども
への支援では，自らが支援している対象が親で
あるか，子どもであるかによって支援者の見方
や意見の違いが起こりやすいため，情報共有を
した上で役割分担を明確にすることや，支援者
会議等でお互いの役割の中での意見交換の必要
性を述べている．そのため多機関との連携支援
をするためにはお互いの立場と専門性を理解し
た上で役割を明確化し認識をすり合わせていく
ことが必要と考えられた．

3. 本研究の限界と課題
本研究において相談支援専門員による精神障

害のある親と同居する子どもに対する多機関と
の連携支援，連携支援の促進要因，阻害要因が
明らかとなった．しかし多機関との連携支援は
親の疾患，配偶者やその他のサポート，子ども
の障害，地域の状況により違いがあると考えら
れる．今後は，それらにも考慮して多機関との
連携支援内容を明らかにする必要がある．
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